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〈個 人 〉 と 〈社 会 〉,そ の統 合 と しての

社 会福祉 の諸概念 一社会 福祉 学原論 ノー ト

岩 田 正 美

〔要 約 〕

〈個人 〉と 〈社会 〉に分解 された近代社 会 にお いて、その両者 を 「個人 の

ニーズ」充足 を介 して 「社会 のゴールに奉仕す る」 ものと して出発 した社会福

祉 的統合が今 日どの よ うに限界 を もつに至 ってい るか を明 らかにす る。 と く

に、近代社会の 「自立する個人」 と 「普通の生 活」 に基盤 をおいた 自立、権利

といった、 この統合 をつな ぐ社会福祉 の諸概念 が もつ基本的 な矛盾 について検

討す る。 またこれを克服す る方 向 として、社会福祉 の分野論的発想 を超 えた問

題把握 を前提 とした諸概念 のオールタナテイ ヴを模索す る。

〔キ ー ワ ー ド〕
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は じめ に

「社 会福 祉 は個 人 のニ ー ズ に奉仕 し、 同時 に社会 の ゴ ール に奉仕 す る」 とい

われ てい る よ うに、社 会福 祉 の議 論 は、 〈個 人 〉 と 〈社 会 〉を両極 にお い て行

わ れ てい る こ とに一 つ の特 徴 が あ る。別 の言 い 方 をす れ ば、 社 会福祉 は、近代

とい う時代 に決 定 的 に 〈社 会 〉か ら分離 され た 自由 な 自立 した 〈個 人 〉 と、 そ

の 〈社 会 〉、 あ るい はそ れ を統 合す る もの と して の 〈国家 〉の両 者 を、 「個 人

のニ ー ズ に奉仕 す る」 こ とを通 して 、 「社 会 の ゴール に奉 仕 す る」形 で繋 ぎあ

わせ る役 割 をは た して きた とい え るか も しれ な い。 この く個 人 〉 と く社 会 〉を
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結ぶ線上 に、 自立 、 自己決定 、権利 、援 助、保護、平等 、 ノーマ リゼ ーシ ョ

ン、 インテグ レー シ ョン等 といった、あの 「おな じみの」 社会福祉 の諸概念が

並 ぶのである。

ところで、私は本年度の社会福祉学原論の講義のなかで、権利概念 をめ ぐる

議論 の素材 として、ふたつの文章 を学生 に配布 した。一つ は先頃 「福祉 国家」

の先進国ス ウエーデ ンで1935年 に導入 され た不妊法が1976年 まで存続 し 「福祉

国家 を建設するため に不健康 な人たちや劣 った人たちが増 えない ように しよう

との発想で」1)約6万 人に不妊手術が施 されて きたこ とが同国の新聞によって告

発 されたことに関す る記事 である。 もう一つはわが国のノーマ リゼーシ ョン研

究の第一人者であ る中園康夫がバ ンク=ミ ッケルセ ンについて述べ た小論文の

中で、デ ンマークの ノーマ リゼーシ ョン原理の最終 目標 としての 「性生活の権

利」 を明確にす るもの として同国の1989年 の社会指導書 に載せ られ た注 目すべ

き部分 と して指摘 した次 の ものである。

「施設 に入居 している重度心身障害者へ のセ ックス介助 は 『原則的には 自慰

行為 の介助、あるい は性行為の介助、あるいは性交 を希望 している障害者同士

の介 助 に限 られ るべ きで あ る。 しか し障 害者 が希望 す れ ば、職 員は売春婦

(夫)に コンタク トをす る手伝 いをする ことがで きる』 と、 ガイダ ンスは性教

育の一環 として彼 らの利用 を合法化 している」2>

この文章 について 、中園は、 「それぞれの国の性文化、性 に関す る価値観等

の問題 が前提 になるが、筆者はノーマ リゼーシ ョン原理の 目指す障害者 の人間

解放の徹底 した努力(形 式的 な表面的な もので はない)を 感ず る」 と述べてい

る3>。

不妊法 については、い うまで もな く福祉 国家の財源問題 と障害者 の 「生殖能

力」 の強制的抹殺 と関わった人間の権利 の関連が問題 になってお り、他方で中

園論文 では人間の生命 としての根幹 と関わった 「生殖能力」 ではな く、 「性生

活」 その もの、あるいは 「性 の欲求」の権利 が、人間の基本的権利 として措定

され、 それ を専門職 員による 「介助」 やその教育 の一環 として売春婦(夫 〉 と

の コ ンタク トまで 「場合 によっては」含 んだ もの と して具体 化 されるこ とに

よって、障害者の 「人間解放」が謳われているのである。障害者問題 について
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真摯に と りくんでこ られた尊敬す る研究者の一文 を揚 げ足 とり的 に利用す る気

持 ちは さら さらないが、また、不妊法の存在が示す ような状況 に常 に歯止め を

かけてい くものはノーマ リゼー シ ョンの ような権利 要求運動 にあった とい うこ

とは十分わ きまえてはいるが、 しか しその上で、 なお ここで コンタク トされる

売春婦(夫)は どの ような権利主体 と して存在 しているのだろ うか、 とい う疑

問がわ き起 こるのは私 ひと りではあるまい。 ノーマ リゼー シ ョンが基準 にお く

「普通の人 の暮 らし」の現実その ものが、男性 一般の性教育の一環 として機 能

して きた 「職業 と しての売春制度」 を含 むか らこそ、 この よ うな権利拡大 は

「場合 によって」 はこうした矛盾だ らけの 「普通 さ」 を追認す ることまで含 ま

ざるを得ないのではないか。 それは 「援助交際」 とい う名 の売春制度 に関わる

子 どもたちの 「だって大人 だって同 じじゃない?」 とい う声への反論がで きな

くなる道筋 と同 じように思 えてな らないのであ る。

また権利 か ら導 き出 され る 性 行為の介助」 とい う表現 か らは、人間の誕生

も死 も近代科学の 白日の下に さらけ出 した結果、闇のなかに消 えてい く 「死」

が個人の手 を離れて 「公 共化す る死」 とます ます な らざるをえな くなった とい

う西谷修 の指摘 が想起 され る4)。 西谷 はブ ラ ンシ ョやバ イタイユ を引用 しつ

つ、 アウシュビ ッツや ヒロシマの大量死 と現代 の臓器移植等 が創 出 しようとし

ている 「不死」 の共通性 を 「私 として死ねない死」 と して描 き出 して見せ なが

ら、 しか もその否定 と して主張 されて いる人間 的 な死=「 尊厳死」 、 「安楽

死」 な どの今 日的な 「死」 も結局は 「死ぬ当人 とは関係 のない操作 の対象 とな

り、 ・・… 中断 された死 を死すべ き者 に返す のは 「公共的裁可」であ り、

この 〈死 〉が 「公共の死」であ ることは言 うまで もない」5)と述べている。 ここ

で西谷 の主 張す るのは、 もと もと権利 や科学 の対象 とされ えない人 間存在 の

〈死 〉が、その対象 と して 「公共化」 されてい くとい うこ とのあや うさであ る

が、同様 に、生 の基礎 としての二人の人間の性愛関係の結果 として生 じる性行

為その もの を人 間一般の権利 として 「公 共的」 に裁可す ることが、人間解放 の

途なのだろ うか とい う割 り切れ ない気持 ちを私 はぬ ぐい去 ることが出来 ないの

である。

以上 と類 似 した疑問は、権利 やノーマ リゼーシ ョンという概念 をめ ぐる もの
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だけではな く、 自立、 自己決定 、平等 、援助あ るいは生活 の質 といった社会福

祉 の 〈個 人 〉と 〈社 会 〉を結 びつけ る諸概 念 との関係で もさまざまに出て く

る。 と りわけそれ らが一方 で近代社会 の初頭 に登場 した啓 蒙主義思想の主要 な

要素 としての、人間主義、人間の尊厳 とい う絶対 な価値 と結 びつ けて議論 され

ればされるほ ど、 また他方で現代 の 「普通の暮 らし」 その もの、 したが って現

代 社会その ものが、た とえば環境 問題や西谷の指摘す る 「不死」への生命操作

とい うような、人間の 自由意思 を超 えたところまで踏み込 んで しまったことへ

の根本的疑念 を もたず に 「普通への統合」 あるいはそ うした社会での 「自立」

として議論 されれば され るほ ど、社 会福祉領域の議論 は、今 日とい う状況 を切

り開いてい くもの としては、なんの力 も持 ち得 ない ように さえ思 われるのであ

る。

今 日がポス ト ・モ ダンと呼ぶ ことが妥当なのか、あ るいはハ イ ・モ ダニティ

と呼ぶべ き段 階なのかは知 らない。 しか し、その ような呼称 の下で、近代 に登

場 したさまざまな思想や概念の洗い なお しが行 われ、学問の境界その ものを変

えていこうとい う段階 にきている とい う認識が広 まってい る。 それは、冷戦の

崩壊、地球環境 の悪化の見通 し、生命操作 の可能性 の技術 的な広が り等 の現 実

のなかで、人間や社会 を捉 える視点の根本的変容 をいやお うな く要求 されてい

るか らであろ う。近代 の 〈個人 〉として括 られるにはあ まりに多 くの問題 を抱

えた人 々が 、社会福祉 領域の 〈個人 〉と して登場 し、そのニ ーズ充足 を 〈社

会 〉へ突 きつけた ことが社会福祉 の一方の過程 であった とすれば、それ をたえ

ず近代 とい う原理の下でその近代 のコアの部分へ統合化 していこ うとす る 「社

会のゴール」への過程への批判的な検討 を含 めて、それでは今 日の現実の向こ

う側 に どの ような く個人 〉と 〈社会 〉のあ りようが展望 され るのか、 とい う基

本的 な議論 こそが本 来社会福祉 とい う学 問領域 に課 せ られ た基本項 目で はな

か ったか。権利、 自立 、自己決定 、平等 、援助 、生活の質、ノーマ リゼーシ ョ

ン、イ ンテグ レー シ ョンなどの 「お な じみ」 の諸概念 を、今一度 〈自然(人 間

的 自然 も含 めて)・ 社会 ・個人 〉の全体 的な現代状況 の中で再検討 しつつ、社

会福祉が模索 して きた 〈個人 〉と 〈社会 〉の統 合のあ りようその ものを再建す

る道筋 を提示す る責任 が社会福祉研究 に課せ られている と思 うので ある。
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以下では、この ような本格的議論の準備 として、 これ まで行 われて きた く個

人 〉と く社会 〉と くに国家 の近代原理 に基づ く福祉統 合化の プロセス について

概観 し、その限界 を提 示 してみ ようと思 う。

2近 代 的個人 と近代 国民国家

社会福祉 が く個人 〉と 〈社会 〉を両極 にお くのは、その両者が近代 とい う時

代 に決定 的 に分解 した もの としておかれてい る ということか ら由来 している。

むろんその前提 にはこの ような分解 されない社会があ り、中西洋 は この近代初

頭 の 〈人 〉と く社会 〉の分解か ら、 さらに現代社会科学が く人の社会 〉へ回帰

の方 向 をた ど りつつ ある としている6)。

さて、 この分解はず 〈個 人 〉の側か ら見れば、身分制度や神 の支配か らの人

間の解放 の宣言 を意味す るものであった。 ここでは、人間 としての 「自由 ・平

等」 と、 「個人の 自立」 が強調 され、同時 に所有権 を根幹 とす る自由権の承認

が 〈社会 〉に求め られ た。 「自立 した個 人」が求める自由への権利 とい う考 え

方 は、 身分制度 か ら解 放 され た人々を人一般 と して 「自然権」 の主体 とみ な

し、それを一部 国家 に譲 り渡 した もの と解釈 され る近代 国民 国家の形成 と一体

化 して成立する。す なわち、近代 的な 〈個 人 〉と近代的 な 〈国家 〉の両者の契

約 に もとず く統合化の誕生である。 ここでの 自由への人の権利 は 「個 人の自己

決定 ・自立 と意思主義 に基づいた ものであ りなが ら、同時 に人間の尊厳 とい う

絶対的 なものを前提 とする とい う意味で 「自己決定 とい う形式 と個 人の尊厳の

不可変更性 という実質価値内容の、緊張 に満 ちた複合」'〉であるが、 しか し 「そ

の ようなフ ィクシ ョンの うえにこそ 『人』権が築かれて きた」 とい う近代 の壮

大 なロマ ン、その積極性 を樋 口陽一 は評価すべ きだ と述べてい る8)。

ともあれ、近代 の 「自由 な自立 した個 人」 とい うフィクシ ョンは、対極 に国

家 を作 り出 して、 その 自由 を承認 させ て は じめて現実化 す る。 むろんその結

果、 自由な個人 は一方 で納税や場合 によっては徴兵の義務 を負い、他方で政治

への参加の途 を権利 と して切 り開いてい く。 このプロセスを国家 の側 か ら見 れ

ば、納税 と選挙 を通 じた国民の掌握 と管理であるが、その前提 として、個人 を



6 人文学報NQ291(社 会福祉 学14)199&3

国民 としてたえず把握登録 させ、 また権利義務 を行使 す る 「国民 にふ さわ しい

資質」 を付与 してい く必要を生 じさせ る。国勢調査、戸籍制度、住民 登録等 と

いった さまざまな手段が生 まれ、 また義務教育制度や徴兵制度な どの装置が形

成 されてい く。

ところで、 この ような近代 の 自立 した個人 と近代 国民 国家 との統合構築は、

実 は簡単 なことではなかった。それ は二つの意味でそ うである。第一に身分制

度か ら解放 された 自由な人々が、す ぐさま自立 した近代 社会の構成員 としてふ

さわ しい位 置にいたわけではない とい うことで ある。農地や身分か ら 「解放」

された人 々がす ぐさま自由権 を行使 で きたのは、生産手段 の所有者、近代社会

の主人公 としてのブルジョワジーや地主その他の財産所有者 に限定 される。そ

れ以外 の人々の多 くをさ しあた り待 ち受 けていたのは貧 しさや居場所 のなさで

あ り、結局彼 らは大都市 の下層社会 を形成 してい くしか なかったわけである。

浮浪、私生児 、無教 育、不衛生、犯罪、 アンダー グラウン ドの職業な ど、お よ

そ近代 の原理 に反す る要素 を抱 え込 んだこの下層社会の存在 は特 に近代 国家創

設期 の悩みの種であ り、近代的個 人 と国家 の単純 な契約仮説では近づ けない も

のであった。

もう一つ は子 どもや老人、病人や障害者等 の、一人一人で は 自立 で きない

人々の存在であ る。 これ らの人々へ も国家 と個 人の権利義務 はそのまま通用 し

そ うもない。そ こで、 ここでは家族の原理が もちだされる。すなわち、 これ ら

の人々 を個人の背後の家族 として位置づ けること、 自立 した個人 はその家族の

扶養 やケアを 「共剛 の原理で行 うことが、夫婦 の契約 としての近代的結婚制

度 に付着 してい くこ とになったのである。 中西 はこのよ うな近代 家族の成立 を

「近代の 〈自由=独 立人 〉仮説のアキ レス腱 をなす」9>と位置づ けている。 また

私 もこの家族 における個 と共同のあや うい関係 を 「二重構造 としての生活の基

礎単位」 と呼んだことがあるio)。特 にわが国で はこの家族 の位置づ けを強 く意

識 して近代 国家 の基礎 と したこと、つ まり国家 による家族の掌握 は、戸主 とし

ての個人 と家族 としての諸個人 に分裂 していった ことは今更指摘 する必要 もあ

るまい。ただ しこれ を共同体原理の残存 と位置づ けるべ きではな く、あ くまで

近代 の原理 に包含 され、近代 に合理的 なもの と して変容 させ られてい った もの
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として考えてお く必要があろ う。そこで、 「自立 した個人」 とその 「家族」 と

い う二重構造 の外 に放 り出 された人々、つ ま り家族がな く、 なおかつ 自立で き

ない人 々の問題だけが 「問題」 と して残 され ることになった。 その多 くは、先

に述べた 「下層社会」 の存在 とも関わ り合いなが ら、これ を掌握出来 なかった

国家 と社会 の眼前 に展 開 されたのであ る

おそ らく、社会福祉 の出発点 にあ った 〈個人 〉と 〈国家 〉との関連は以上の

ような もの として概観 され よう。そ してこの二つの限界 との関連で、社会福祉

とい う統 合原理が まず 登場 した と考 え られ る。 その具体 的姿は国 に よって異

なっているが、出発点 においては、近代的 な意味での自由で 自立 した 〈個人 〉

の範疇 に入 りきれなかった諸個人の分類 を、 自立条件 としての労働 能力 と家族

を基軸 として行 い、その 「処遇」 は 〈社会 〉か らの隔離収容 を前提 として、就

労の方向 と保護 ・治療 の方向 との二つが示 された ことは共通 していた といえ よ

う。すなわち、

①労働 能力 のあ る貧 しい人 々の労役場への収容 と強制労働

②家族の ない貧 しい人々の うち、 自立不可能 な人hへ の主 に施設収容 による

救済

③伝性病 、精神障害 などの専 門施設へ の隔離 的治療

④子 どもの保護 と教育 、あるいは就労 自立

① は、 イギ リス新救貧法 に典型的 に示 された ものであ るが 、一方で独立労働

者の 自立性 を不動の もの とするため に(居 宅で半労働 ・半扶助の ような形 を取

らない)ワ ークハ ウスへ の収容が条件づ け られ、また他方で強制労働 の義務づ

けが行 われた。

② は、自立で きず、家族 もいない人々を 「自由な個人Jを タテマエ とす る国

家が施設へ 「狩 り込み収容」 するようなかたちで引 き受 けざるを得 なかった こ

とを示す。

③ は、この中でハ ンセ ン氏病 や結核な どの感染症患者の隔離、 あるいは精神

障害者 など障害者 の近代医学 に よる治療 を隔離施設へ の収 容で行 ってい く形

態。なお、 この ような近代 的 な治療型隔離は、 「医学 の高貴 さとい う信用状 を

手 にいれ」 て、近代 の理性 主義 による非理性排除の傾 向 と自由の観点か らの監
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禁 へ の批 判 との問 の矛 盾 を克服 した の だ とフー コー は指摘 して い るil)。 ともあ

れ、② ③ はいず れ も近代 社 会 の 「自由 な個 人」 の フ ィク シ ョンに な じまない ば

か りか 、 そ れ を脅 か す もの と して 、社 会 の 「外 」=施 設 に 「無縁 化」 され 囲 い

込 まれ た こ とが 重 要 で ある。

④ は 、 まだ 自由 ・自立 の近代 的 「個 人」 の可 能性 の あ る子 ど もへ の保護 と教

育 、独 立 労働 者 と して の陶冶 で あ る。

い ず れ にせ よ、 テ イ トマ ス に よって 「残余 モ デル」 の典型 と して と らえ られ

た救 貧 法 的福 祉 の主 要 な役 割 は 、 「自由 で 自立 した個 人」 に入 らない 人 々 を

〈社 会 〉か ら遠 ざけ て掌 握 す る こ と、 つ ま り 「無 縁 の者 」 とす る こ とで あ っ

て、 そ の こ とに よって 近代 の 「自立 した個 人」 と 〈社 会 〉ない しは 〈国家 〉の

契 約 関係 が 完成 され た ともい え るの で あ る。 したが っ て、 「自由で 自立 した個

人」 は 、 そ うで な い と認 識 され た 人 々 を、 社 会 救 済 の手 を借 りて 「無縁 化 」

し、社 会 の外 側 に押 し出 して しまう こ とに よっ ては じめ て 実体 化 しえた と もい

え るの で あ る。

なお 、 〈国家 〉で は ない く社 会 〉か らの 〈個 人 〉へ の 関与 と して 、救貧法 と

対 にな っ たCOSの 「援助 に値 す る人」 と 「値 しな い人」 の 区分 は不 運 に も自

立 で きない 品性 あ る貧 困者 を対 象 と した ソー シ ャル ワ ー ク とい う名 の治療 的救

済=自 立 した個 人 へ 持 ち上 げ て い くため の救 済 で あ り、必 ず し も隔離 を条件 と

しなか っ た点 で 〈国 家 〉的統 合 を補 完 す る もの と され た。

この よ うな整 理 を前提 と して 、 近代 社 会 は 出発 す る。 「工 業 が 出現 しは じ

め 、 それ に よって働 き手 が必 要 に な って くる と、貧 乏 人 は国民 とい う団体 の中

にふ た た び加 え られ る」iz)ことで 下層 社 会 の解 体 が始 ま り、 多 くは雇用 労働 者

層 とそ の家 族 と しての 自立 的 な生 活 を築 き上 げ てい くこ とにな るが 、 こ こで は

一 方 で 労働 者 層 の 「権 利 拡 大 要 求」=財 産 所 有 者 の獲 得 して い た 「普 通 の権

利 」 の要 求 、他 方 で 失 業 不 安 や ラ イ フサ イ クル 上 の 危 機 へ の 〈国家 〉 と 〈社

会 〉の関与 が 開始 され る。労働 者へ の参 政 権 の付 与 、 労働 組 合 や協 同組 合 の結

成 と相 互 扶 助 、企 業 福 利 な どが 展 開 され る。 こ こで の個 人 は 自立 した 「労働

者 」 あ るい は 「企 業 従 業員 」 と して出現 し、 そ の家族 も含 め て 「国民 」 と して

出現 す る。 そ の 自立 へ の支 え=つ ま り生 活 保 障 は、 お もに近 代 社 会 の 一般 的 な
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メディアである貨幣の形態 をとって 〈国家 〉や 〈社会 〉の諸 団体 に要求 され、

その保障 を市民=国 民の社会的 「権利」 と して承 認 してい くことによって、階

級対 立や政 治危機 を回避 しようとするわけで ある。

この ような 「国民」概念が最高潮 に達す るのは戦時 中である。た とえばわが

国の戦時厚生事業が、国民 を国家有機体 の一分肢 として とらえ、生活保障 をよ

り広義 の国家事業 に収 れん させていったことは周知の ところであ る。 〈個 人 〉

と く社会 〉の分解 された関連 は、国家有機体 にお ける 〈国家 と国民 〉に まで融

合 される。 この場合 、一方 で先 のス ウエ ーデ ンの ような優性 保護法 の形 での

〈国民 〉の選別が実施 され る傍 らで、た とえば 「潜在勤労力 の活用」 とい う名

目の下 に、女性や障害者、犯罪者 な どがあ らためて労働力 と して見直 されて

い った経過 も記憶 にとどめてお く必 要があろ う。具体 的には養育院 などで労働

能力調査 な どが行 われ てい る。 この ような 「潜在勤労力」 を支 える もの と し

て、た とえ ば女性 勤労者 には母子政 策や保育所行政等 が、 また障害者 、病弱

者 、犯罪者等 には 「精神的 肉体 的欠 陥 を除去 し、一 人前 の産 業戦士 に仕立 て

る」13)ための保健政策、教化事業が強調 されてい ったのである。

福祉 国家 は以上 のような戦時 国民概念 を一つの基盤 として展開 され る。 した

がって福祉 国家 は、 「国民 と しての個人」へ の 〈国家 〉の関与で あ り、 〈国

民 〉としての最低 限度の生活の保障 と、体裁あ る国民 と しての教育、医療 ・保

健 、住 宅 な どの包括 的 な政 策体 系 を包含す るこ とになる。 もちろん ここで は

〈国民 〉で あるか ぎ りの、 またそ の 「自立 した国民 」の権利 義務 の範疇 で 、

「権利」概念が 〈個人 〉と く国家 〉を結びつ けるにす ぎない。 とはいえ、現実

に 「自立 した国民」 はかな り上下の幅のある階級 ・階層差 を持 っていたのであ

り、ベ ヴ ァリ ッジの ナシ ョナル ・ミニマ ム、 あるいはマ ー シャルの シチズ ン

シ ップなどの概念 は、単一 な国民ではな く、 こうした幅 のある国民 を統合す る

モ デルの構 築 に焦点があった といわれてい る。つ まり、 「国民」 は権利 として

与 えられるだけでな く、その義務 としてそれ らのモ デルに近づ く努力 をす る必

要があるわけである。だか らここでの権利概念 は、裏面 での 「自立 した個人」

へ の努力義務 といわばセ ッ トで出現する。 た とえば国民一般 に開かれた生活保

護 と自立助長、あるいは失業保険給付 と就職活動 、障害者への生活保障 とリハ
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ビリテー シ ョン等 々。福祉 国家 の ス ター ト時点 で は、 自立 は今 日い われ てい る

よ うな権利 の内容 で は な く、最低 生 活保 障 へ の社 会権 と引 き替 え に労働 者 ・国

民 に課 せ られ る む しろ市 民 の義務 と して位置 づ け られ てい た点 に も注 意 して お

きた い14>。

3 「福祉国家」 と 「国民」統合の矛盾

しか し、 この よ うな福 祉 国家 的 な 「国民」 と 「国家 」 の統 合 は、近 年以 下 の

三 つ の点 で挑 戦 され 出 した。

第一 は 「個 人の ニ ー ズ」 充足 の 〈社 会 〉へ の 要求 は 「自立 で きる」 範疇 と し

ての 国民 に とどまっ てい なか った。 これ まで 家族 とい う地位 に結 びつ け られ て

きた女 性 や子 ど も、 老 人の独 立 した 〈個 人 〉 と して の扱 い が 一 つ の焦 点 とな

り、 また他 方 で施 設 に隔離 され て い た人 々 の保 護 と して の処遇 、 あ るい は 「隔

離」 自体 が 問題 視 されて い く。 さらに形式 的 に さえ 「国民概 念 」 に入 らない外

国籍 の人 々、住 所 の ない 人 々 な どの 〈個 人 〉を どう扱 うか とい う問題 が生 まれ

てい った。

こ こで の 問題 の 一つ の 焦点 は、 これ らの諸個 人 の 「ニ ーズ 充足 」 そ の もの で

あ るばか りで な く、 む しろ 〈社 会 〉や 〈国家 〉が これ らの諸個 人 を統合(あ る

い は隔 離 ・排 除)し てい くその原 理 にあ る。 これ まで見 て きた よ うに、 社会福

祉 的統 合 は主 に二 つの異 な っ た系 列 を形 作 って きた。す なわ ち、 「自立」 で き

る人 々お よびそ の家 族 の 「自立」 の支 え とい う系 列 と、 自立 で きない人 々 の隔

離 ・保護 ・治療 とい う系 列 で あ る。 この後 者 の系 列 、 あ るい は前 者 の家族 の部

分 を、 自立 で きる人 々 と同 じよ うな原理 で(す な わ ち権利 と して〉 、 また 「自

立 した個 人」 像 に付 随 した 自由 や 自己決 定 の も とで の生 活 、政 治 へ の実質 的参

加 の 出来 る 「普 通 の生 活」 を 目標 に置 いて(ノ ーマ リゼ ー シ ョン とか イ ンテ グ

レーシ ョン原理 で)保 障すべ きだ とい う要 求 であ る 。 これ らは階級 関係 や貧富

の不平 等 の観 点 か らの要 求運 動 で は な く、 障害 者運 動 や フエ ミニ ズ ム運 動 、マ

イ ノ リテ ィの運 動 な ど、 「新 しい」 社 会運 動5)と い われ て きた波 の 中か ら生 ま

れ て きた もので あ る。 そ れ らの主張 は必 ず しも一様 で は な く相互 に矛盾 もあ る
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が 、従 来 「自立 した個 人」 で ない が故 に保 障 されて きた保 護 を、 「自立 した個

人」 と して の市民 権 の拡張 、あ るい は 「普通 の生活 」 へ の統 合 へ と拡 大 して い

く、 その根 拠 と原 理 が 問 わ れ る こ とに な る。

第 二 は、 〈国民 〉と しての 〈個 人 〉の脱 制度 化 と もい え る動 きで あ る。 と り

わ け80年 代 の 欧米 の失 業 や貧 困問題 の再 燃 の な かで 、あ るい は近年 の わが 国 の

社 会 保 障 改 革 等 との 関連 で 、 さ らに い えば グ ロ ーバ リゼ ー シ ョンの動 きの 中

で 、 た とえ ば年 金制 度 か らの 実 質的 脱 退 な どの傾 向が次 第 に強 くな って い る よ

うに思 われ る。 これ は一 方 で は裕福 な 〈個 人 〉が この よ うな権 利 義務 か ら意 識

的 に逃 げて い くとい う道筋 が あ り、他 方 で は保 険料 を支払 え な い人 々、 生活 保

護 を打 ち切 られ た 人 々、住 所 や 家族 が い ない人 々 な どの結 果 的 に制 度 か ら脱 落

してい く道 筋 が あ る。 いず れ もあ くまで近代 の 「自由 ・自立 した個 人」 の 自助

の論 理 の一 つ の姿 だ とい えな くもな い。 上 述 した よ うな権利 要求 とは逆 に、 こ

う した 「逃 避 」 は ひそか に行 われ て い くか ら、 〈国家 〉は掌 握 して い た はず の

〈国民 〉が制 度 に もか か らない で餓死 した とい う よ うなセ ンセ ー シ ョナ ル な事

件 や 、保 険財 源 の問 題 で これ ら を事 後 的 に知 る しか ない こ とに な る 。 お そ ら

く、制 度 へ の不 信 が 高 まれ ば高 まるほ ど、 また 同 じ領 域 へ の市 場 原 理 の参 入 が

増 えて くれ ば くる ほ ど、 こ う した福 祉 的 統 合 か らの 「逃避 」 が 〈個 人 〉の側 で

そ の 「自由」 と 「自己決定 」 と して選択 され る可 能性 が大 き くな って い くとい

凡 よ っ。 これ は一種 の福 祉 的統 合 の失敗 とい っ て よい。 なお 、つ け加 えて お け

ば 、制 度 の 「不 正 」 利 用 、 貧 困 の罠 と して知 られ て い る よ うな 意識 的 な制 度

「依存 」 の選択 な ど も、 ここで の 「逃避 」 とは一 見逆 で あ るが 、 〈国家 〉が 想

定 した 「国 民」 の権利 義務 の契 約 関係 、す なわ ち 「正 しい制 度 利 用」 を通 じて

の統 合 に失 敗 した姿 だ とい え るか も しれ ない16)。

第三 は、 上 の点 と も関 わ っ て、 〈国家 〉 とは異 なっ た 〈社 会 〉 と 〈個 人 〉が

福 祉 的 なつ なが りを もつ とい う点 で あ る。 ボ ラ ンタ リーな 団体 へ の 〈個 人 〉の

統 合 、 あ る い は国家 を超 え た草 の根 の団体 の地球 規模 で の活動 、福 祉協 同組 合

な どが その 動 きとい え よ う。 あ るい は地 方 分権 とい うこ と と も関 わ って くる課

題 で あ る。 〈個 人 〉 と 〈社 会 〉は必 ず しも く国家 〉 と く国民 〉 とい う関係 の中

だ け にあ るの で は な く、個 々人 が か っ て に さ ま ざ まな中間 団体 を形成 し、 自由
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に自主的 に統合化 を進 めてい こ うとい うわけで ある。 むろん こう した動 きが

まった く 「国家」 か ら自由で はな く、 む しろ今 日の段階 で は く国家 〉 と く個

人 〉の間にこれ らの中 間団体 の統合が位置づけ られ る しか ない こと、 またここ

に統 合 されて くる 〈個人 〉がた とえば伝統 的な互助組織 のよ うに 「自由な自立

人」 に限定 されて くる可能性が高い な どの問題はすで に指摘 されてい る。

これ らの三つの うち、第一の点 は福祉 国家的統合の拡張 に よる変革 とで もい

える局面で あ り、第二 は む しろその失敗 、第三 は福 祉 国家へ別 の形態の 「社

会」 的統合の付加 とで もいえるか も しれ ない。わが国で今の ところ意識 されて

いるのは第一ない しは第三であるが 、いずれにせ よ社会福祉 の原理的な議論 と

しては、第一の福祉 国家的統合の拡張が どの ような根拠 と筋道で な しうるか、

そ してそのことが第二、第三の ような問題 をも含めた福祉 国家的統合の矛盾 を

いかにつ きやぶ り、 〈個 人 〉と 〈社会 〉との新 しい統合 に どの ような意義 をつ

け加 える ことが出来 るか とい う点 に焦点がおかれ ざるをえない とい えよう。

さて、そ こで ここで は第一の ような要求の位 置づ けが どのようにで きうるの

かについて、み てお きたい。 この議論で まず 出て くるのは、近代 のは じめ にお

かれた 「人権」 あ るい は 「市民権」 の実質化、あ るい は拡張 モデルである。

「宣言」 としての 自由 な個人の諸 「権利」が、特権階級 の手 中か ら、階級 を超

えて、性別や人種 を超 えて拡張 してい くプロセス とい う捉 え方であ る。障害者

運動 を新 しい社会運動 と位置づ けるイギ リスの ターナーは、 まず最初の 「自由

な個 人」 の実質 的モ デル と して財 産が あ り、担税力 のあ る 「男性 の財産所有

者」が存在 したことか ら出発す る。近代社会の構成 員 と しては、地主、資本家

階級 と考 えられ よう。 この層が実質的 に獲得 した 自由の権利 と政治の権利が、

次いで労働者階級 の男性に要求 され、波及す る。これが第一ステージの拡張。

次いで女性 が登場す る第ニステー ジ。 それか ら年齢 による差別があった子 ども

と老人へ の権利拡張、最後の第4ス テー ジに少数民族、胎 児、動物、無生物 の

地球環境 な ど様 々な権利拡張が なされると し、障害者の権利要求 も第4ス テー

ジに位置づ け られ ることを示唆 した17㌔

この ような拡張の段 階についてその論拠は示 されないが、運動要求の主体 と

内容が拡張 した ともみ られる し、国家 や総資本 としての社会 の合理性がそう し
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た拡張 を進 め た と も解 釈 で きる し、部 分 的 には 、社会福 祉 の援 助 や 医療 ・リハ

ビ リテ ー シ ョンが そ う した要求 主体 の 能力 を高 め た ともい える。 い ず れ にせ よ

ここで は近 代 の初 頭 におか れ た 「人 間 の権 利」 は歴 史 的 に拡 張 し、 実質 化 して

い くとい う道 筋 を持 ってい る と主 張 して い るわ けで あ る。 そ の論 理 で い け ば、

第4ス テー ジの権 利承 認 に よ って 、近代 の 人権 が よ り豊 か な もの と して確 立 す

る と もい え る。

この議 論 の問 題 点 と して は、 す で に権利 主体 間 の コ ンフ リク トが想定 され て

い ない こ とが指 摘 され てい る18)。 た とえば 、 ケア を受 け る人 の 「地域 で生 活 す

る権 利」 とケ アす る人の 「自由の権 利」 の衝 突 、 あ るい は生 む 自由 と決定 を主

張 す る女性 と生 まれ る前 に抹 殺 され る こ とを阻止 しよ うとす る障害 者 の 主張 の

対 立 、 さら には私 が 冒頭 で述 べ た よ うな、 「性 的欲 求 の権 利 」 と売 春 に反対 す

る女性 の権 利 の矛 盾 な どが あ げ られ よ う。 また同 じ障害 者 とい って も、 障害 の

種別 や程度 で 、 要求す る権 利 の内容 が矛 盾 して くる場 合 もあ り、 だ れが ζれ ら

の権利 の代 表 者 に な りうる のか とい う疑 問 も呈 され て い る19)。

また 、 よ り根 本 的 には、 「自立 した個 人」 で は なか っ たが ゆ え に保 護iされ て

い た人 々 を 、 「自立 した個 人」 と同様 に権利 義 務 の体 系 の中 で あつ か う こ との

根 拠 を ど う示 す か とい う問 題 が あ る。 これ につ い て はい くつ か の説 明 が あ る。

一つ は 「自立 」 とい う概 念 その もの の変更 を迫 る とい う考 え方 で あ る。現 在 の

議 論 の レベ ル で は 、経 済 的 自立 や 身辺 的 自立 で は な く自己決 定 に重 点 を置 く

「自律」 概 念 の提 示 な どが あ る20)。 た だ しもと もと近代 の 「自立 した 自由 な個

人」 の意味 は、 身分 や神 か らの 自由=自 己 決定 とい う とこ ろ に中心 が あ り、経

済 的 自立 は その結 果 と してで て くる もの に他 な らない。 経 済 的 自立 も自己決 定

も共 に 「諸 個 人 の意志 の 自立 と自律 、す なわ ち意 思 主義(Voluntarism)を 原則 と

す る」21)ので あ る。 した が っ て この よ う な主 張 は、 た とえ ば解 剖学 者養 老猛 司

が 「脳 化社 会 」22)と皮 肉 っ た、 頭 で っか ちの 、 自己 あ るい は 自己が すべ て を決

定 で きる とす る 「近代 社 会」 その もの の を なん の抵 抗 もな くうけい れ た議論 で

あ る とい うか ぎ りで 、逆 に なぜ 経 済 的 自立 や 身辺 自立 と 自己決 定 を分 離 し うる

か、 そ の こ とに どれ ほ どの 意味 が あ るか につ い て の説得 力 が弱 い とい わ ざる を

え ない。 また、 きわめ て重 度 の障 害 な どが こ う した 自己決 定 や意 思 表 示 その も
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のの障害 を含 むことが当然考 え られるわけで、本来 その ような自己の外 にある

「闇」 の世界 としての死 といつ も隣 り合わせで生 きている人 々の問題 を、経済

的 自立 ・身辺 自立 と自己決定 との分離 とい うような小手先の議論 で克服で きる

とはとうてい思 えないのである。 この点 については、 イギ リスの 自立生活運動

な どの新 しい運動 にお ける医学 モデルか らの脱却=社 会 モデルに基づ く市民権

の拡張 の提 示 も、結局はこれ までの古 い社会運動がめ ざ して きた市民 としての

権利拡大 と機会均等 の要求か ら一歩 も出ていない とファーガンとリーが鋭 く指

摘 している23)。

次 に、 「自立」 へむかっての さまざまな援助の過程が伴 うことによって、 自

立で きる主体へ変 化 してい くとい うこ とを強調す る場合 もあ る。先 に述べ た

「援助 に値す る人」へ のCOSの 活動 か ら発 した ソーシャルワー クの伝統的 な

考 えはこれ に類似 した もので あったが、それ は さらに治療 モデル を抜 け出 し

て、 「生活 の質」 や 「自立生活」 をゴール とす る援助方法 を強調 するに至 って

いる。治療モデルか ら生活モ デル、ない しは上 に述べた イギ リスの社会モデル

へ の移行 はあって も、 もちろんこの一連の援助 の ゴールは同 じ近代 の 「自立 し

た個人」であ る。 また岡村重夫のい う主体性 の強調=対 照 的 な社会福祉 の保護

機能の低 い位置づ け も、この援助論の系列の近代 的個人 を基礎 と した 自立志向

と無縁 では ない。 この ような援助 に よる主体 の変容 を射程 に入れ て、つ ま り

「自立 した個 人」 は、そう した 「個 人になる努力のプロセス」 を含む と考 えれ

ば、 「自立 した個 人」 と同 じ権利 を承認 してい くとい うことに抵抗が な くなる

と考 え られるか もしれない。 それは一種の擬制適用 された権利 とい うことにな

ろ うか。 「子 どもの権 利」 に関 して、義務 は今果 たせ な くとも将来それがで き

ることにな り、一時義務が凍結 されている権利 とみる見方 もあるが、これ と類

似 した考 えであ るといえ よう。

さらに、あ くまで 〈国家 〉と 〈国民 〉 とい う統合の仕方 にこだわれば、つ ま

りあ くまで国家へ の市 民権 要求であれば、外国籍 の人々がせいぜ い準用 とい う

やは り擬 制適用 にな らざる を得 ない こ ともまた明 らかであろ う。 要す るに、

〈国民 〉と 〈国家 〉の 「権利」 とい う文脈での福祉 的統合 とい う視点か らみ る

か ぎりでは、その国民 の一部、あ るいは国民で ない人々は、せいぜ い 「権利」



〈個人 〉と 〈社会 〉,そ の統合 と して の社会福 祉 の諸概念 15

の擬 制適 用 と して しか位 置 づ け られ ない とい う限界 を もつ の で はあ る まいか。

さ きの イギ リスの新 しい 障害者 運 動 が 、結 局 した たか な国 家 に まるめ こまれ て

い くプ ロセ ス は上 記 の フ ァー ガ ン と リー の論 文 に詳 しい24)。

4新 しい地平 と概念 のオル ターナテ イヴ

おそ ら く重要な点 は、国家か ら承 認 された市民的権利の もとにあ る 「普通 の

生活」 、あ るいは 「自由な個 人」 ない しは自立 や 自己決定 といった、近代 社会

が仮定 した 〈個 人〉の位置づけへの根本的批判 のないま ま、それが もう一つの

軸である 〈国家 〉への 「権利」要求 となって現 れていること、その ものであろ

う。 「普通 の生活」 か ら長 ら く引 き離 されていた人々が 「普通の生活」 を希求

す るのは当 た り前の ことである。 したが って、 「私 たちが望 んでいるのは 〈普

通の暮 らし〉という当た り前 のことです」 とい われれば、誰 もが さしあた りは

納得 しうるであろう。 しか し 「普通 の暮 らし」 とはいったい何であろ うか。 ま

た近代 になって分解 され た く個人 〉の自由や 自己決定 は、生命操作 も含めて ど

こまで許 されてい くので あろうか。その く個人 〉としての先 に述べ た ような権

利 と権利のぶつか りあいは どう調整 されるだろ うか。なぜ 自立 の価値 が高 く、

依存や保護が否定 されなければ ならないのだろ うか。権利の擬制適用 をす るこ

とな く、そ れぞれがせ いいっぱい生 きてい くことを保障す るシステムはないの

であろ うか。

これ らの問い を発 した ときに、社会福祉 の議論 は、冒頭 で述べ た ような近代

社会その ものの根本的見 直 しと共通の地点 に立 ちうる。 と りわけ私 は、 「経済

的 自立」 ではない とい う意味での 「自律」 とい うような倭小化 された批判では

な く、第一 に人間が個 人 と して もち うる自由 とか 自己決定 の有限性 についてあ

らためて問い直す ことと、第二 にある人の権利が他 の人 にとっては抑圧 とな る

とい った、他者 との関係性 の 中で、 したが って共存 とか、共同の、つ ま りは

〈社会 〉の意味 を問い直す ことが社会福祉 にとって も必要であろ うと考 えてい

る。

先 に も引用 した西谷修 は 「主体の絶対的 な自律の不可能性 が露呈 される」死
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との 関係性 にお い て 「人間 は原 理 的 に個 で あ る もの と して共存 的 なので あ り、

い か に して どの よ うな個 で あ り、い か に して どの よ うな共 同性 で あ るか とい う

こ と」25)がもと もと規 定 され て い た の だ と述 べ てい る。 また 、近 年 多 くの成果

を あ げつ つ あ る生 命 科 学 の分 野 で は 、 あ らため て 「自己」 とは な にか 、 「個

体」 とは何 か とい う、根 元 的 な検 討 が な され始 め てい る。 そ こで は、 「一方 で

自己完 結 しよう と しつ つ 、 しか しその ため には外 に開か れ た オー プ ンシス テ ム

を もつ こ とが 生 命 体 とい うス ーパ ー シス テ ム だ」 とい っ た表 現 で 、 あ るい は

「他 人 に見 られ る 自己」 と 「自分 でみ て い る 自己」 の両 面 か ら自己 を と らえ よ

うとす る視 点 な どが提 示 され 、 また この よ うな もの と しての 自己 の あい まい性

や 変容 、 老化 や死 に よるス ーパ ー シ ス テム の不 可 逆性 、 崩壊=死 につい て言 及

され てい る26)が 、い ず れ にせ よ、個 体 と して の有 限性 、 その個 体 と外 の世界 と

の相互 関係 の 中で の変 容 な ど、生命 体 の不思 議 さが語 られ て い る。社 会福祉 と

の関連 で こ こか ら引 き出 され うる重 要 な点 は 、第 一 に人 間 とい う個 体 、 あ るい

は 「私 」 とい う 自己 が有 限 で あ る こ と。 また第 二 にその 自己 は た えず他人 を含

め た外 界 の中 に存在 してお り、 それ らとの関係 性 の 中で そ の 自律 も変容 もあ る

とい うこ とで あ ろ う。

この よ うな こ とが らが 、不 可能 を克服 しよう とす る近代 の テ クノ ロジーの発

達 や頑 迷 な人 間 主 義 、不 動 の 自己 や 人 格 へ の信仰 に よ って覆 い 隠 され て しま

う。 そ れ に対抗 す る手 だ て は、終 わ りの あ る人 間、不 可 能 な もの を抱 えた人 間

をあ りの まま に受 け入 れ る こ とで は ないか 、 と西谷 は問 い か け る のであ る。 ま

た、 近年 の高齢 者 や 障害 者 へ の ケ ア をめ ぐる議 論 の 中で ケ アの必 要 な人 々 だ け

で な く、人 間 が ケ アす る とい うこ との意 味 も問 われ 出 して きてい る。 こ こで ケ

ア の 問題 は 、 ケ アの 必 要 な 人 々の 自律 や 権 利 だ けで な く、 ケ ア され る人 との

「関係 性 」 の 中で の 共感 や 配慮 とい った概 念 で語 られ始 め て い る27)。 もち ろ

ん、私 は 、西谷 と と もに、 それ は短絡 的 な共 同体 主義 に傾 斜 す る こ とで は ない

こ とを強調 して お きたい28)。 西 谷 や生 命 科学 のい う共 同性 は 「ひ と」 あ るい は

「生命 体」 と して誕 生 し、 「ひ と」 あ るい は 「生命 体」 と して死 ぬ しか ない と

い う意 味 で の共 同性 で あ る。 また、 共感 や 配慮 とい った情 緒 的 な概 念 が、民 族

や 文 化 とだけ関 わ って い るわ けで は な く、 た とえば西 欧 的合 理 的 理性 の高見 か
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ら 「野生の人」 を想定 したあのルソーに さえいわ しめた 「憐み」 とい う自然 の

善性 、 「切迫 した場合 に一種 の本能によって、大 きな危険 には援助 を、激 しい

苦痛 にはその軽減 を頼 むために とっ さに出た」原初 的言語=叫 び声 とい うよう

な、生命活動の コアに関 わった情動 と関連づ けて理解すべ きであろ う29)。

こうした脈絡でいえば、子 どもであれ、老人であれ、女であれ男であれ、 あ

るいは障害 の重い ものであれ、軽 い ものであれ、 どの ような人種 であれ民族で

あれ、自立概念 などを媒介せず に、 さまざまな差異や不可能 をそのあ りの まま

の姿 をまず受 け入れる しかないのではないか。そ してそれ らを相 互に承認 しつ

つ、その うえでそれぞれが もつ可能性 を精一杯広 げていけるような社会を どの

ように構築 してい くか こそが、本来 「自立で きない といわれた人 々」 を主 に抱

え込 んで きた社会福祉 の現代 の課題であろ う。 それは近代の 「自立で きる強い

個人」 の市民権 や 「普通 の暮 らし」その ものの限界性 を、 したが ってその近代

の市民権や 「普通 の暮 ら し」へ の収れん として拡張 して きた福祉 国家その もの

へ の限界性 の認識 を当然 に含 んだ ものでなければならない。

したがって、 この ような視点 を組み込 んだ新 しい概念構築が社会福祉領域 の

議論 には必要である。た とえば個人の 自立だけではな く、相互の共感や配慮 、

あるいは国家 に承認 を要求 してい くような個 人の権利 だけではな く、先 に述べ

た ようなさまざまな中間団体 の 自由な組織 を含め た社会の中で、異 なった立場

の人々 を含め て相互承認 しあ えるよ うなカ ウンター ・ライ ト、あ るいはオル

ターナテイヴ ・ライ トといったような ものの検討が必要で はない だろうか。 こ

の場合特 に私 は、女性 の障害者、あるいは貧 しい重複 の障害者 、少数民族の高

齢者 といった ように、社会福祉領域の問題や対象 を多重 に設定 した上で概念構

築 してい くことが きわめて重要である と思 う。 ファー ガンとリーは、 イギ リス・

の新 しい障害者運動が、相対的 にいえば中産階級 の白人の若い男性 によって担

われてい る傾向 を指摘 し、声 なき、力無 き人々がおいていかれ ることに危惧 を

表明 している。 またた とえ女性 の運動が、あるいは障害者 の運動 が、その仲 間

だけの範囲で成果 を勝 ち取 った として も、それが別の人々の悲惨 と同居 してい

るのでは、意味 をなさないであろう。ケ アされ る高齢者の立場 、ケアする人 の

立場 、障害 その もの も含めて さまざまに差異 を持 つ障害者 の立場 、あるいはそ
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の家族の立場、路上 にい る人kと 彼が残 して きた妻子、等 々、問題やそこにい

る人々を重 な り合わせて設定 し、対立 も含めた真摯 な議論が交わ された上で は

じめて、相互承認 しあえる新 しい概念構築が な されるのではなかろ うか。流行

の 「共生」 とい うターム も、 この ような内実 を もった議論 によって裏打 ちされ

なければ意味 を持たない。

社会福祉領域 での実践 も研究 も、むろん制度 も、 「分野」割 りであ り、社会

福祉 ではな く、児童、老人、女性、障害者 、低所得者 な ど 「それぞれの福祉」

が課題 であ りつづ けて きてい る。わが国では と くにその傾向が強 く、社会福祉

学原論 の意味 もそ れ らのつ な ぎ合わせ と歴 史 の導 入で しか ない傾 向 もみ られ

る。私 は原論 が狭 い意味 での社会福祉 の 「固有性」 を強調すべ きか どうかにつ

いては消極的であるが、 しか し単 に さまざまな学 問分野が参入す るフィール ド

以上の ものが あろう。それは小論で述べ たような、 〈個 人 〉と 〈社会 〉をつ な

ぐ福祉 的統合 の批判的検討 であ り、そこに出現す る諸概念 とその背後にある思

想 の検討である と思 う。 このためには細分化 され、たこつぼ化 した社会福祉 の

「分野論」 的発想 を超 えなければな らない。当事者 や市民 の運動 が、現場実践

が、 そ して私 た ち研 究者 の研究活動 が この ような視 点 を明白に持 ち始 めるこ

と、狭 い分野 の枠 を超 えて、相互に交流 し議論 を深 めること、それが新 しい地

平の第一歩 である と私 は思 う。

(付記)1993年 度 には じめて都立大学の夜 のクラスで社会福祉学原論 を担当 し

て以 来、5年 間 「社 会福祉 とは何 か」 と格闘 して きた。 このような機

会 を与 えて くれた同僚 と私の試行錯誤 の講義 に参加 して くれた学生 に

深 く感謝 したい。 なお従来私 がかかわ って きた貧困や生活問題 ばか り

でな く、障害者や家族、医療等 のテーマ を抱 えた院生 や助手 の方たち

との、まさにクロスオーバー した議論 を通 して多 くの啓発 を受 けたこ

とも記 してお きたい。
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第1段 階

一般社会

㊥
下層社会

種々の人間

第2段 階

自由な

個人

第3段 階

⑤
社会保障

社会サービス

専門サービス

化 ホ ーム レス

図表1〈 個人〉 と 〈社会〉 その社会福祉的統 合の推移
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が。

14)我 が国で も、少 し前 までは、失業保 険給付 、あるい は生活保護給 付が 、 自立助長や就

業奨励 とセ ッ トで 、つ ま り自立 を鼓舞す る形で施行 され るこ とに強 い反対があ った。

15)こ れ を社 会にたいす る自由権のみ なお し、あるい は自由権 な しの社 会権 への異論 とし

て位置づ け る考 え もあ る。

16)例 えば イギ リスでNewSocialMovementと よば れる運動 の一つ の典型 と して障害者運

動 が取 り上 げ られてい る。Lavalette,M&Prett,A(1997)SocialPolicy,PablicationsLtd

の8章 で は、 しか しこの 「新 しさ」 につい ての疑義 も投 げかけ られて いる。

17)こ の ような 「個 人」の側 の態度 を、神戸 大学の平 山洋 介は私 た ち との議論の中で 「か

す め と り」 と表現 したが 、言い得 て妙 だ と思 う。

玉8)も っ と も ター ナ ーが なぜ か 明確 に障 害 者 運 動 につ い て 位 置 づ け て い ない こ とを

Fagan,TとLee,Pは 問題 に してい る。(前 掲Lavalette,M&Pratt,A(1997)8章
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21)た とえ ば 新 しい 自律 概 念 と して 伊藤 周 平 は 「主 体 的 に 自己 の 生 活 を プ ロ グ ラ ミ ング し

自 己実 現 をは か って い け る こ と」 と定 義 し、 又 自律 とは 「自己 支 配 、 も し くは 自己 決

定 」 と理 解 す る方 が適 切 で あ る と述 べ てい る。 自律 の 権 利 とい う こ とば は 、 あ くまで

人 格 主 義 、 人 間尊 重 主義 の 立 場 を前 提 に、 そ の 重 要 性 を提 起 すべ き もの だ とい う意 味

で 、 近代 主 義 を一 歩 も出 て い な い。 伊 藤 周 平(1993)「 障害 者 の 自立 と自律 権 」 社 会

保 障 研 究Vol.28No.4pp430-431

22)樋 口 前 掲 書p57

23)多 田 富 雄 ・中 村 桂 子 ・養 老 猛 司(1994)「 私 は なぜ 存 在 す る の か 一能 ・免 疫 ・ゲ ノ

ム 」 哲 学 書 房 、

24)前 掲Lavalette,M&Prett,A(1997)8章Fagan,T&Lee,Ppl60

25)前 掲Lavalette,M&Prett,A(1997)8章Fagan,T&Lee,Ppl58

26)西 谷 前 掲 論 書p309

27>前 掲 多 田 ・中 村 ・養 老 、 又 多 田 富 夫(1997)「 生 命 の 意 味 論 」 新 潮 社 、 清 水 博

(1996)生 命 知 と して の 場 の 理 論 」 中 公 新 書

28)た と えば 川 本 隆 史(1995)「 現 代 倫 理 学 の 冒 険」 創 文 社 、 ま た広 井 良 典(1997)「 ケ

ァ を問 い な お す 」 ち くま新 書 。 両 書 と もギ リ ガ ンの 「も う ひ と つ の 声 」(邦 訳

1986)川 島 書 店 を紹 介 しつ つ 、 ケ ア の 本 質 を考 察 して い る。

29)西 谷 は、 ハ イデ ッ ガー が 「死 の公 共 化 」 に抵 抗 し、 また人 間 の 有 限性 を超 え る もの と

して民 族 主 義 に傾 斜 して い っ た こ と に 強 い 警 戒 の 念 をい だ い て い る。

30)ル ソー(原 好 男 訳1991)「 人 間不 平 等 起 源 論 」 白水 社pp227-240。 な お 、 この 点

に関 して、 最 近 文芸 評 論 家 の 秋 山駿 が 新 聞 の コ ラ ムで 、片 方 の 耳 が 聞 こえ な くな っ た

体 験 を こ の ル ソー の 最 初 の 言 語 を引 用 しつ つ 綴 り、 日本 の 近 代 文 学 に は この よ う な

「助 け て くだ さい」 とい う声 が 鳴 り響 い て い たか ど うか 、 と 自問 して い る 。(日 本 経

済 新 聞1997年11月16日 朝 刊)


